
譲渡所得について　～基本のき～

確定申告の時期が近いということもあり、今回は主に不動産（土地や建物など）の
譲渡所得について述べたいと思います。

譲渡所得とは、個人が所有する資産を譲渡（売却）することで得られる所得のこと
です。対象となる資産には、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などが含まれます。計算方法や税率、
特例制度、申告手続きなどを理解することで、適切な税務申告と節税が可能になります。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得＝譲渡価格－（取得費＋譲渡経費）－特別控除額

●譲渡価格：売却によって得た金額。現金だけでなく、物品や権利などの時価も含まれます。
●取 得 費：購入時の代金や登記費用、仲介手数料など。取得費が不明な場合は、譲渡価

格の 5％を取得費とすることができます。
●譲渡費用：売却にかかった費用（仲介手数料、測量、立退料など）。

譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があり、不動産の所有期間によって区分されます。
譲渡した年の 1 月 1 日において所有期間が 5 年以下なら短期、5 年超なら長期とされ、税率が異なり
ます。

●短期譲渡所得：所得税・復興特別所得税 30.63％＋住民税 9％＝合計 39.63％
●長期譲渡所得：所得税・復興特別所得税 15.315％＋住民税 5％＝合計 20.315％

　
また、一定の要件を満たすと特例制度が適用され、税負担を軽減できます。代表的な特例には以下

のようなものがあります。
●マイホームの譲渡 → 最大 3,000 万円の特別控除
●収用による譲渡 → 最大 5,000 万円の特別控除
●空き家の譲渡 → 最大 3,000 万円または 2,000 万円の特別控除
●特定土地区画整理事業等 → 最大 2,000 万円の特別控除

これらの特例は、譲渡所得の金額から控除されるため、課税対象額を大きく減らすことができます。

譲渡所得が発生した場合には、確定申告が必要です。申告には、譲渡契約書、取得費の証明書類（契
約書や領収書など）、譲渡費用の領収書などが必要となります。特例制度を利用する場合は、要件を
満たしていることを証明する書類も添付する必要があります。

譲渡所得は申告分離課税が適用されますので、給与所得や事業所得など他の所得とは分けて税額を
計算します。

譲渡所得の理解と適切な申告は、不要な税負担を避けるために非常に重要です。特に不動産の売却
では、控除の適用漏れや取得費の計算ミスが税額に大きく影響するため注意が必要です。

最後に、
【ポイント 1】
「購入時の金額がわかる契約書や領収書などが保管されているか？」
自ら購入した不動産の契約書や領収書はもちろんのこと、相続や贈与があった不動産についても、

購入時の金額がわかる契約書や領収書などを引き継いでいないと、譲渡の際に多額の税負担を負う場
合があります。取得費の証明は、重要なポイントです。
【ポイント 2】
「特例制度の適用要件を満たすか？」
特例制度の適用要件を満たせば特別控除額により、譲渡所得を圧縮できます。各種特例制度の適用

要件・添付書類をよく確認する必要があります。取得費が不明の場合でも、特別控除により譲渡所得
を大きく圧縮できるケースも考えられます。

今回の内容は、あくまで「基本のき」です。上記以外にも、様々な論点があり検討が必要になる場
合があります。時期に余裕をもって、税理士などに相談されることをお勧めいたします。
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

日本大学藤沢高等学校　１年 三 澤 百 花

日本大学藤沢高等学校　１年 江 頭 花 菜
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　私の親友はカナダ人と日本人のハーフで、もう一人の
友達は高校からカナダで暮らすことになりました。二人
とも現地の生活をとても楽しんでいて、授業や町の雰
囲気、文化の違いなどを生き生きと話してくれます。そ
の話を聞くたびに、カナダの社会や暮らしに興味を持
つようになりました。特にカナダでは税金の負担が比
較的少なくても、公共サービスがしっかり維持されてい
ることに驚きました。
　カナダは財政が安定している国の一つで、連邦消費
税であるＧＳＴは一九八九年に導入され、当初七％でし
たが、二〇〇八年には五％まで下げられました。税率が
低くても、医療や教育、インフラなどの公共サービスは
十分に維持されており、財政運営の効率性と透明性が
高いことが、税負担を軽くできる理由の一つです。
　一方、日本の消費税は現在十％で、少子高齢化が進
む中、医療や年金などの社会保障費が増加しているた
め、税率を簡単に下げることは難しい状況です。 しか
し、カナダの例から学べることもあります。 それは税金
の高さだけでなく、税金がどのように使われ、どれだけ

効率的に財政が運営されているかが重要だという点で
す。国民が税金の使い道を理解し、納得して負担できる
ことが、制度への信頼につながると思います。
　これから日本が考えるべきことは、単に税率を調整
することではなく、財政の透明性や効率性を高めるこ
とだと感じます。例えば、教育や医療、福祉に使われる
税金の使い道を国民に分かりやすく示し、無駄を減ら
す取り組みを強化することです。また、所得に応じた公
平な負担の仕組みを整えることも大切です。カナダの
ように財政を健全化しつつ、国民の納得感を高めるこ
とが、将来の社会を持続可能にする鍵だと思います。
　私の友達がカナダでの生活を楽しんでいる話を聞
くと、税金が少なくても社会がしっかり回る仕組みが
あることのメリットを実感します。日本も、国民が安心
して暮らせる社会をつくるために、効率的で透明性の
高い税制度を目指すべきだと思います。税は単なる負
担ではなく、私たちの生活を支える重要な仕組みであ
り、将来の社会を考える上で欠かせないものだと感じ
ます。
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　税金とは何だろうか。ニュースでは「税金の無駄づか
い」や「増税への不満」が取り上げられ、税はなんとなく
ネガティブな印象をもたれがちだ。
　しかしある日「二〇二五年大阪関西万博」の話題が出
たとき、私はふと疑問に思った。「なぜこんなにお金を
かけて万博をやるのだろう」と。インターネットで調べ
たところ万博の総事業費は数千億円もかかると分かっ
た。そのうちの一部は国民の税金が使われているとい
う。イベントが終わったらなくなるものに、そんなにお
金をかけて良いのだろうか。そんな気持ちもよぎった。
だが、もっと深く掘り下げるうちに大阪万博は単なる観
光イベントではなく「未来社会の実験場」だということ
が見えてきた。例えば、会場内では脱炭素技術の活用
や自動運転が使われている。これらは未来の暮らしの
基盤になると思う。中でも私が注目したのは、「誰ひと
り取り残さない」という理念である。大阪万博は発展し
た国の展示だけではなく、開発途上国の課題にも焦点
を当てる。例えば安全な水を手に入れる技術や、安価で
持続可能なエネルギー開発など人類全体の課題に向
き合おうとしている。

　それらを支えているのが私たちの税金であると考え
ると、そのお金に新たな意味が生まれてくる。税は単に
「国が集めたお金」ではなく、「誰かの困難を解決するた
めの力」でもあると思う。私たちはまだ納税の義務がな
い。けれど社会の一員として、「税がつくる社会」にすで
に生きている。私はこの万博を通して「見えに税の意
味」が少しずつ見えるようになってきた。教育も福祉も、
未来への技術投資も、全ては人が人を支えるしくみとし
て税が土台にある。もっといえば税金は「信頼」で成り
立っていると思う。自分の払ったお金が見えない誰かの
ために使われていることを信じる。その信頼こそが、社
会をつなぐ見えない絆になるのだと私は感じる。大阪
万博が終わった後、その会場には何が残るのか。もしか
したら建物ではなく、「未来を考える姿勢」や「見えない
つながりの気づき」こそが本当の遺産になるかもしれ
ない。
　税金の使い道に疑問をもったことが、私にとっては
「社会を見る目」を養うきっかけになった。これからの
時代、ただ支えられる側ではなく、支える側として税の
重みと可能性を自分なりに考え続けたいと思った。
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